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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左側面シーム又は折り曲げ部と、
　右側面シーム又は折り曲げ部と、
　上端側面シーム又は上側面折り曲げ部と、
　開口した下部側面を有し、
　前記上端側面シーム又は前記上側面折り曲げ部から所定の距離だけ隔てた内面にはファ
スナーが設けられており、
　前記下部側面から被包装物が収納される袋体から形成される四面立体包装体であって、
前記袋体の開口した前記下部側面から被包装物が収納された状態で、前記ファスナーと直
交する方向に前記下部側面が広幅側面シームで封止された四面立体包装体。
【請求項２】
　前記上端側面シーム又は前記上側面折り曲げ部と前記ファスナーとの間に直線状切り離
し部を有している請求項１に記載の四面立体包装体。
【請求項３】
　前記左側面シーム及び前記右側面シームは、引き裂き可能に形成されている請求項１又
は２に記載の四面立体包装体。
【請求項４】
　開口している前記下部側面の左角部と右角部のそれぞれに、扇形の引き裂きガイドが設
けられ、開口した前記下部側面から被包装物が収納された状態で、前記左角部の引き裂き
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ガイドと前記右角部の引き裂きガイドが接合されており、前記ファスナーと直交する方向
に前記下部側面が広幅側面シームで封止された請求項１～３のいずれかに記載の四面立体
包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成樹脂シートやラミネートされた薄い紙等から成形される四面立体包装体
（トラス状立体包装体）及びそれに使用する袋体に関する。詳しくは食物等の内容物の一
部を開封部から取り出した後に、再び開封部を密閉すれば、残余の内容物を収納した状態
で、再び初期のトラス状立体包装の状態で保形的に密封できる四面立体包装体及びそれに
使用する袋体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、四面立体包装体は、平袋に比較し、シート面積が最小で最大の内容積の包装体を
得ることができるので、飲料の特に牛乳パックや一口サイズのつまみ包装等に使用されて
いる。
【０００３】
　前者の牛乳パックは、内面がラミネートされた硬質の紙でできており、上方に開けた小
孔にストローを差し込んで飲むようになっているのが殆どで、指等で開封して飲むように
はなっていない。
【０００４】
　後者のキオスク（登録商標）等で販売されている一口サイズのつまみ包装体は、薄い合
成樹脂シートで成形された四面立体包装体の一部を引き裂いて開封し、内容物を取り出し
て食するようになっている。
【０００５】
　四面立体状の包装体は、前述のように、平袋に比して内容積が最大で、しかもトラス構
造であることから強度が大きく、外力に対して潰れ難いという特長を有している。従って
、積み重ね保管中や輸送中に潰れて損傷し、収納物の品質を著しく損なう食物等の包装に
好適であるといえる。
【０００６】
　本発明者は、この薄いシートから構成される四面立体包装体を指で開封容易にし、引き
裂いて開封したときに皿形になり、そのまま容器としても使用できる包装体をＷＯ２００
７／１１９７８０Ａ１号特許公報（特許文献１）で提案している。
【０００７】
　特許文献１に記載の発明は、開封したときに包装体がそのまま皿になるので、食器類を
使用することなく食することができる。食器類を洗う必要がなく、手間が省けると共に、
洗剤や水も節約できるもので環境に易しいものとなっている。
【０００８】
　又、平袋で使用されている発泡スチロール製のトレイが不要になり、トレイの使用に起
因する環境破壊や廃棄処分に掛かるコスト、とりわけ焼却による炭酸ガスの放出が抑えら
れ、更に包装体そのものの輸送性が向上する画期的な発明といえる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２００７／１１９７８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明の四面立体包装体は、開封ガイドに沿って開封
した後は封止することができないので、残った食物については、別の密封容器等に移し替
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えて保存することが余儀なくされている。
【００１１】
　最近では、大勢の家族で食するために大きなサイズの包装体も出回るようになってきた
が、これと同時に食べ残しが生じ、食べ残した食物を、その新鮮さとその形を維持或いは
保持しつつ包装できる四面立体包装体の提供が望まれている。
【００１２】
　一方、食材や食物の保存或いは食べ残した食物を冷蔵あるいは冷凍で保存するものとし
て、開口部に何度でも開封と封止（閉止）できるファスナーを設けた平袋が提案され、広
く使用されている。
【００１３】
　しかし、平袋では、立体収納空間を形成することができないので、内部に収納した食物
等が潰れてしまう虞を有する。
【００１４】
　従って、このファスナー付き平袋にあっては、潰れても特に問題のない食材、食物の保
存に使用されるに留まっているのが実情である。
【００１５】
　本発明は前記課題に着目し、開封して内容物の一部を取り出した後、再び閉止したとき
に、元の四面立体形状に容易に保持して封止することができ、収納された食物等の潰れを
防止し、新鮮さを保持するようにした四面立体包装体及びそれに使用する袋体を提供する
ことを第１の目的としてなされたものである。
【００１６】
　加えて本発明は、切り裂き開封することにより、そのまま皿として使用することを選択
したり、小出しにし、食べ残しの食物をそのまま四面立体包装で保存することを選択して
使用できる四面立体包装体及びそれに使用する袋体を提供することを第２の目的としてな
されたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
（１）請求項１に記載の発明は、左側面シーム又は折り曲げ部と、右側面シーム又は折り
曲げ部と、上端側面シーム又は上側面折り曲げ部と、開口した下部側面を有し、前記上端
側面シーム又は前記上側面折り曲げ部から所定の距離だけ隔てた内面にはファスナーが設
けられており、前記下部側面から被包装物が収納される袋体から形成される四面立体包装
体であって、前記袋体の開口した前記下部側面から被包装物が収納された状態で、前記フ
ァスナーと直交する方向に前記下部側面が広幅側面シームで封止された四面立体包装体で
ある。
（２）請求項２に記載の発明は、前記上端側面シーム又は前記上側面折り曲げ部と前記フ
ァスナーとの間に直線状切り離し部を有している請求項１に記載の四面立体包装体である
。
（３）請求項３に記載の発明は、前記左側面シーム及び前記右側面シームは、引き裂き可
能に形成されている請求項１又は２に記載の四面立体包装体である。
（４）請求項４に記載の発明は、開口している前記下部側面の左角部と右角部のそれぞれ
に、扇形の引き裂きガイドが設けられ、開口した前記下部側面から被包装物が収納された
状態で、前記左角部の引き裂きガイドと前記右角部の引き裂きガイドが接合されており、
前記ファスナーと直交する方向に前記下部側面が広幅側面シームで封止された請求項１～
３のいずれかに記載の四面立体包装体である。
【発明の効果】
【００１８】
　前記本発明の構成及び方法に基づく第１の効果は、ファスナーを開封して内容物の一部
を取り出した後、ファスナーを閉止したときに、再び初期の四面立体形状に容易に保持し
て封止することができ、収納された食物等の潰れを防止し、新鮮さを保持することができ
る四面立体包装体及びそれに使用する袋体を提供することでできる。
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【００１９】
　加えて本発明の第２の効果は、指で引き裂き可能な第１側面シームと指で引き裂き可能
な第２側面シームを切り裂き開封することにより、そのまま皿として使用することを選択
し、小出しにし、食べ残しの食物をそのまま四面立体包装で保存することを選択して使用
できる四面立体包装体及びそれに使用する袋体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施例の四面立体包装体を構成する平袋体の製造するファスナーを有
するシートの平面図である。
【図２】平袋体を製造するファスナーを有するシートの折り曲げ図である。
【図３】ファスナーを有するシートの完全な折り曲げ図である。
【図４】第３図のＩＶ―ＩＶ線に沿ったファスナーを有するシートの断面図である。
【図５】本発明の一実施例の四面立体包装体として供される袋体の平面図である。
【図６】第５図の袋体を逆さにした四面立体包装体の斜視図である。
【図７】袋体のファスナーを下方に位置させた四面立体包装体の斜視図である。
【図８】袋体のファスナーを上方に位置させた四面立体包装体の斜視図である。
【図９】袋体のファスナーの上方端を引き裂いた四面立体包装体の説明図である。
【図１０】袋体のファスナーを開封した四面立体包装体の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施例である四面立体包装体の構成とその製造工程及び包装方法等に
ついて詳細に説明する。
【実施例】
【００２２】
　本発明の一実施例である四面立体包装体の袋体は、最初は平袋体から構成される。まず
、平袋体の製造工程の一例を第１図、第２図及び第３図に基づいて説明する。
【００２３】
　第１図は、本発明の一実施例の四面立体包装体を構成する平袋体の製造するファスナー
を有するシートの平面図である。第１図において、シートＳＨは、透明、半透明、或いは
不透明のプラスチックシートである。又、シートＳＨは、ラミネートシートや紙シートで
も良い。
【００２４】
　シートＳＨの寸法は、縦が６０ｃｍ、横が２５ｃｍ、厚さが３０～５０μｍである。こ
のシートＳＨは、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等自然に易しい材料のほ
か、塩化ビニール等で形成され、ロール状に巻かれたシートから前記寸法に適宜裁断して
使用する。
【００２５】
　第１図に示す平袋体の製造工程において、シートＳＨは内部にレール状のファスナーｆ
ｓを有している。ファスナーｆｓは、凹条紐体ｆｓ１と凸条紐体ｆｓ２で構成される。シ
ートＳＨは長手方向中心線ｃ１を有している。このシートＳＨの中心線ｃ１から左方向に
距離ｓだけ離れた位置に、ファスナーｆｓの凹条紐体ｆｓ１がファスナーｆｓのシートＳ
Ｈに熱融着されている。
【００２６】
　同様に中心線ｃ１から右方向に距離ｄ１だけ離れた位置には、ファスナーｆｓの凸条紐
体ｆｓ２がシートＳＨに熱融着されている。凸条紐体ｆｓ２は凹条紐体ｆｓ１に挿入され
、或いは離脱される。開封と閉止する凸条紐体ｆｓ２を熱融着する。ファスナーｆｓの長
さはシートＳＨの幅と同等の長さか、シートＳＨの幅より若干短い。
【００２７】
　第２図は、平袋体を製造するファスナーを有するシートの折り曲げ図である。シートＳ
Ｈは中心線ｃ１で折り返し、折り曲げられる。シートＳＨは、シートＳＨの中心線ｃ１の
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両側に、上方側（表側）シートｓｈ１と下方側（裏側）シートｓｈ２で構成されている。
【００２８】
　第３図は、ファスナーを有するシートの完全な折り曲げ図である。第３図において、シ
ートＳＨが折り返し、折り曲げられた後は、折り返えされたシートＳＨの上方から圧力を
加え、ファスナーｆｓの凸条紐体ｆｓ２が凹条紐体ｆｓ１に押し込まれ、挿入される。
【００２９】
　第４図は、第３図のＩＶ―ＩＶ線に沿ったファスナーを有するシートの断面図である。
第４図において、ファスナーｆｓの凸条紐体ｆｓ２が凹条紐体凸条体ｆｓ１に押し込まれ
、挿入され、ファスナーｆｓは封止され、ファスナーｆｓはシートＳＨに熱融着方法で固
定される。第４図において、ファスナーｆｓは指の力で閉止され、ファスナーｆｓは指で
引き出して開封される。ファスナーｆｓは指の力で閉じられ、指で引き出して開かれる。
【００３０】
　第５図は、本発明の一実施例の四面立体包装体として供される袋体の平面図である。熱
融着をするとき、シートＳＨやファスナーｆｓに印加する電磁誘導加熱や超音波加熱エネ
ルギーの時間や、熱融着部分の幅等を調整することにより、熱融着部分を弱くして切り裂
き可能にし、或いは熱融着部分を強くして切り裂きを困難にすることができ、使用状態に
応じて選択できる。
【００３１】
　第５図において、平袋体ＢＧは、左側面シーム（第１側面シーム）１１と右側面シーム
（第２側面シーム）１２で構成されている。左側面シーム１１は辺Ａ―Ｂで示される。右
側面シーム１２は左側面シーム１１の対向面に設けられ、辺Ｃ―Ｄで示される。この左側
面シーム１１と右側面シーム１２は、平袋体ＢＧの折り曲げ部（第１折り曲げ部と第２折
り曲げ部）としてそれぞれ形成することができる。
【００３２】
　左側面シーム１１と右側面シーム１２はそれぞれ、左側面シーム１１と右側面シーム１
２を引き裂いて開封することを目的とする場合は、弱い熱融着方法で形成する。しかしな
がら、左側面シーム１１と右側面シーム１２はそれぞれ、左側面シーム１１と右側面シー
ム１２の引き裂きを目的としない場合は、強い熱融着方法で形成する。
【００３３】
　左側面シーム１１と右側面シーム１２は、超音波や電磁誘導波による熱融着のほか、ニ
クロム線に代表される熱線方法による封止も可能である。
【００３４】
　左側面シーム１１と右側面シーム１２は、素材のシートよりも部分的に極端に薄くして
筋条（線条、紐条）に形成される。更に、左側面シーム１１と右側面シーム１２は、シー
ト素材がシームに沿って縦方向に引き裂くことができる方向性を持ったシートでも代用す
ることができる。
【００３５】
　左側面シーム１１と右側面シーム１２は、充分な気密性を具備している。しかしながら
、左側面シーム１１と右側面シーム１２は、簡単、且つ、確実に開封できるようにするた
めに、封止強度は指で切り裂く程度の弱いものとしている。左側面シーム１１と右側面シ
ーム１２のシール幅を０．２ｍｍ程度、又はそれ以下としたところ、子供でも容易に切り
裂くことができる左側面シーム１１と右側面シーム１２が得られた。
【００３６】
　平袋体ＢＧは、辺Ｂ－Ｃで示される開口部（開口）した下部側面１３を有している。平
袋体ＢＧは、両コーナ部をそれぞれ扇形に切り取って２つの引き裂きガイド１４を形成し
、この２つの引き裂きガイド１４は、平袋体ＢＧの左側面シーム１１と右側面シーム１２
の間に設けられている。
【００３７】
　平袋体ＢＧは、辺Ａ－Ｄで示される上側面折り曲げ部１５で構成され、この上側面折り
曲げ部１５は、シート材そのものの中心線ｃ１で折り返して完全な封止箇所としている。
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この上側面折り曲げ部１５は、第４図の折り返される中心線ｃ１に相当する。
【００３８】
　又、上側面折り曲げ部１５とは別に、開放している上辺として、シートＳＨの表側シー
トｓｈ１と裏側シートｓｈ２の所定の幅ｗ１を熱融着して、上端側面シーム（第４側面シ
ーム）１６が形成されており、この上端側面シーム１６を用いて密封しても良い。上端側
面シーム１６は、ファスナーｆｓから上方に設けられ、気密性を確実に高める。
【００３９】
　ファスナーｆｓは、上側面折り曲げ部１５から所定の距離だけ隔てて平袋体ＢＧの内面
に設けられている。ファスナーｆｓは、気密パックと呼ばれる袋の開口部に使用されてい
るものと同様のものである。気密パックは、冷蔵庫や冷凍庫に食物を保存するために袋の
開口部に使用されている。
【００４０】
　ファスナーｆｓは、レール状樹脂で形成され、ファスナーｆｓを閉じている状態、開放
している状態に拘わらず、自己が有する弾力によって直線状態に復元しようとする作用を
有する。平袋体ＢＧは第５図のように完成される。平袋体ＢＧは、封止するファスナーｆ
ｓと左側面シーム１１と右側面シーム１２の２つの熱融着構成による気密性平袋体ＢＧで
ある。
【００４１】
　平袋体ＢＧの上辺部には、ファスナーｆｓとその先端縁に上側面折り曲げ部１５を設け
ているので、ファスナーｆｓの閉塞性が若干損なわれてもシートＳＨの折り返しでなされ
た上側面折り曲げ部１５が確実に封止し、内容物、とりわけ液状物質も確実に封止され、
外部に漏れることはない。
【００４２】
　平袋体ＢＧは、左側面シーム１１と右側面シーム１２で上端側面シーム１６とファスナ
ーｆｓの間に２つの三角状切り込み部１７を構成している。この切り込み部１７から平袋
体ＢＧの上辺部を上方横方向に切り裂くことにより、上側面折り曲げ部１５と上端側面シ
ーム１６を平袋体ＢＧから切り離すことができる。平袋体ＢＧは、切り込み部１７に直線
状切り離し部を有しており、この直線状切り離し部は、平袋体ＢＧから上端側面シーム１
６を切り離し、分離する多数の孔を有している。
【００４３】
　切り込み部１７は、単にはさみで切り込みをつける方法、第５図に示すように三角形状
に切り込みをつける方法もある。又、切り込み部１７は１個であっても良い。横方向に切
り裂き性のあるシートを使用して平袋体ＢＧを構成すれば不要であるが、矢印等の切り裂
き箇所を示す印は必要である。
【００４４】
　平袋体ＢＧは、縦が３０ｃｍ、横が２５ｃｍである。平袋体ＢＧは、四面立体包装体に
変形している。大容量の立体包装体に変形した平袋体ＢＧは、食物を小出しにして食し、
残りの食物は四面立体包装体ＰＣで保存することを想定している。
【００４５】
　次に、第５図に示した平袋体ＢＧを使用して四面立体包装体ＰＣを形成するための手順
及び方法を第６図及び第７図に基づき説明する。
【００４６】
　第６図は、第５図の袋体を逆さにした四面立体包装体の斜視図である。第６図において
、ファスナーｆｓが確実に閉められており、ファスナーｆｓは下方に位置している。従っ
て、この状態では、上側面折り曲げ部１５は下方に位置し、下部側面１３は上辺開口部１
８となる。
【００４７】
　この状態で、上部開口部１８を第６図に示すように大きく広げ、ベビーリーフ等の野菜
、赤飯、ピラフ等のご飯物、おつまみ等の食物やそのほかの被包装物を収納する。被収納
物としては、プラスチックモデルの部品やネジ等の小物等が考えられ、その種類の品物で
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も袋体ＢＧに収納できる。
【００４８】
　尚、上部開口部１８から四面立体包装体ＰＣに野菜等を投入するときに空気も一緒に流
入し封止されるので、四面立体包装体ＰＣの形状が保持され、内容物が押し潰されたりし
ないので、四面立体包装体ＰＣは輸送中に損傷してはいけないイチゴやサクランボ、野菜
、或いはそれ以外の包装に適している。
【００４９】
　第６図において、収納物が上部開口部１８から袋体ＢＧに収納された後、引き裂きガイ
ド１４に設けた左角部Ｂは引き裂きガイド１４に設けた右角部Ｃに合わせ、接合される。
開口下部側面１３の角部Ｂは、開口下部側面１３の角部Ｂに対向した角部Ｃに合わせ、接
合される。
【００５０】
　開口下部側面１３は、所定の広幅側面シーム（第３側面シーム）１９で封止される。広
幅側面シーム１９は、ファスナーｆｓにほぼ直交して平袋体ＢＧに設けられる。従って、
トラス状立体構成の四面立体包装体ＰＣが得られる。
【００５１】
　開口下部側面１３の左角部Ｂと開口下部側面１３の右角部Ｃは合わせ、接合される。こ
のとき開口下部側面１３は、開口を有しない下部側面となる。開口を有しない下部側面は
、広幅側面シーム（第３側面シーム）１９で封止される。
【００５２】
　広幅側面シーム１９のシール幅は１０ミリメートル程度とし、広幅側面シーム１９は確
実に封止し、広幅側面シーム１９の一部から指等では開封困難な強さとしている。広幅側
面シーム１９は、袋体ＢＧの四面立体構成を維持する。広幅側面シーム１９の熱封止方法
には種々の方法があり選択的に採用される。
【００５３】
　第７図は、袋体のファスナーを下方に位置させた四面立体包装体の斜視図である。第７
図において、４つの角部である角部Ｅ、角部Ｆ、角部Ｇ、角部Ｈを含む４つの側面を有す
る広幅側面シーム１９がトラス構成で得られた。四面立体包装体ＰＣの袋体ＢＧは、広幅
側面シーム１９を有し、広幅側面シーム１９は熱融着方法で形成される。四面立体包装体
ＰＣにおいて、広幅側面シーム１９は袋体ＢＧのファスナーｆｓに対し直交している。
【００５４】
　袋体ＢＧを封止する際に、炭酸ガス等を封入すれば、野菜の鮮度を長期間維持すること
ができ、輸送に数日要するものにも容易に適用できる。収納物に応じて封入するガスを変
えることもできる。
【００５５】
　第８図は、袋体のファスナーを上方に位置させた四面立体包装体の斜視図である。四面
立体包装体ＰＣは四面立体形状で、トラス状四面立体包装体を構成している。四面立体包
装体ＰＣは、上部にファスナーｆｓ、左側面シーム（第１側面シーム）１１と右側面シー
ム（第２側面シーム）１２、広幅側面シーム（第３側面シーム）１９及び上側面シーム（
第４側面シーム）１６からなる四面立体袋体ＢＧを有している。広幅側面シーム１９は、
ファスナーｆｓに対しほぼ直交方向に形成されている。
【００５６】
　次に、食物等を収納した四面立体包装体ＰＣを開封し、食する場合について説明する。
第９図は、四面立体包装体の説明図で、ファスナーｆｓを開封し、切り欠き部１７から切
り裂きガイドの孔に沿ってファスナーｆｓの上方端を引き裂いている。
【００５７】
　まず、普通に食したいときは、ファスナーｆｓを開けて収納された食物を所望の量だけ
四面立体包装体ＰＣから取り出し食すればよい。食物が残った場合は、再びファスナーｆ
ｓを閉じて四面立体包装体ＰＣを冷蔵庫等に保存する。
【００５８】
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　ファスナーｆｓは比較的硬化で直線状に成形されているので、開封等のため外力により
湾曲させても外力を開放すると元の直線状体態に復元するように作用する。この復元力は
、開封しているときも同様であり、ファスナーｆｓ部は常に下方側面１３に対して直角に
維持しようと作用している。
【００５９】
　すなわち、シートＳＨに対して比較的合成の高いファスナーｆｓを設ければ、ファスナ
ーｆｓが自動的に保形する。四面立体包装体ＰＣを再び封止するとき空気が自然に四面立
体包装体ＰＣの中に流入し、空気が満たされた状態で四面立体を維持できる。
【００６０】
　又、このとき、他よりも剛性が強い左側面シーム１１と右側面シーム１２は四面立体形
状を保持するための補強リブ（支柱）の機能を果たし、四面立体形状の崩れを防止してい
る。従って、ファスナーｆｓの開封・封止時に、ファスナーｆｓの協働によって、左側面
シーム１１と右側面シーム１２は、四面立体形状の四面立体包装体ＰＣを確実に保持する
ことができる。
【００６１】
　いいかえれば、四面立体包装体ＰＣを再封止するときに、四面立体形状の四面立体包装
体ＰＣに自然に保形されるため、新規に空気を四面立体包装体ＰＣに吹き込む必要がなく
、四面立体包装体ＰＣを四面立体形状に容易に維持できる。
【００６２】
　これにより、食後に空気が充分に充填された四面立体包装体ＰＣが再現され、その形が
維持できるので、内部に収納されたベビーリーフやその他の食物が潰れることがなくなり
、鮮度を保持しつつ保存できる。これは、従来の平袋では達成できない効果である。以上
が、主として第１の効果を達成するための具体的構成である。
【００６３】
　次に、前記構成に基づいて第２の効果を達成する具体例を説明する。収納された食物の
全部を一度で食する場合は、左側面シーム１１と右側面シーム１２を引き裂いて、引き裂
きガイド１４（角部Ｂ及び角部Ｃ）から左側面シーム１１と右側面シーム１２に沿って引
き裂いて開封する。このとき左側面シーム１１と右側面シーム１２は、ファスナーｆｓを
熱融着した部分の角部Ｇ及角部Ｈに位置させられる。
【００６４】
　第７図において、左側面シーム１１と右側面シーム１２は引き裂かれている。四面立体
包装体ＰＣは皿状を呈している。すなわち、四面立体包装体ＰＣは食器として供すること
ができる。
【００６５】
　開封後は、四面立体包装体ＰＣ自身が食器として機能するので、食するための食器等を
別に用意する必要もない。一方、ＷＯ２００７／１１９７８０Ａ１号特許公報に示される
従来の四面立体包装体では、一旦引き裂き開封すると再び密封することできないので、残
った食物がある場合は、捨てるか、あるいは別の容器に移し替えて保存する必要があり、
勿体無いと同時に面倒である。
【００６６】
　第１０図は、袋体のファスナーを開封した四面立体包装体の説明図である。本発明によ
れば、使用者が何回かに分けて食したい場合は、四面立体包装体ＰＣをひっくり返し、フ
ァスナーｆｓが上方になるようにする。ついで第９図のように、切り込み部１７から横方
向に切り裂いて、上側面折り曲げ部１５と上端側面シーム１６を切り離し、ファスナーｆ
ｓが臨めるようにする。
【００６７】
　この状態で上側面折り曲げ部１５と上端側面シーム１６が切り離なされ、本発明の四面
立体包装体ＰＣでは、ファスナーｆｓが臨め、第１０図のようにファスナーｆｓを開封す
れば、必要な量の食物等を取り出し、食することができる。残りの食物については、ファ
スナーｆｓを再び閉め密閉し、冷蔵庫等に保存すればよい。
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【００６８】
　このように本発明によれば、四面立体包装体ＰＣにおいて、食する状態に応じて開封方
法を選択することができ、とりわけ開封したときに食器の機能を有する大容量の四面立体
包装体ＰＣにおいて効果的である。
【符号の説明】
【００６９】
ＳＨ　　　シート
ｆｓ　　　ファスナー
１１　　　左側面シーム
１２　　　右側面シーム
１３　　　下方側面
１４　　　引き裂きガイド
１５　　　上側面折り曲げ部
１６　　　上端側面シーム
１７　　　切り込み部
１８　　　上部開口部
１９　　　広幅側面シーム

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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